
入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和８年７月６日（月） 

支出負担行為担当官 

 宮内庁長官官房主計課長  石谷 良男 

 

１ 業務内容 

（１） 業務名 崇神天皇陵ほか詳細測量事業 

（２） 業務名よみ すじん てんのう りょう ほか しょうさい そくりょう じぎょう 

（３） 所在地 奈良県天理市柳本町          崇神天皇    山辺道勾岡上陵 

奈良県天理市渋谷町          景行天皇    山辺道上陵 

      京都府京都市山科区御陵上御廟野町ほか 天智天皇    山科陵 

      奈良県天理市中山町          皇后手白香皇女 衾田陵 

奈良県桜井市大字箸中         倭迹迹日百襲姫 大市墓 

（４） 業務内容 宮内庁の仕様書による。 

（５） 履行期限 令和９年３月 19日（金） 

 

２ 電子調達システムの利用 

本件は、電子調達システム対象調達案件である。 

なお、当該システムにより難い者は、発注者に書面により申出の上、紙入札方式によること

ができる。 

 

３ 競争参加資格 

（１） 昭和 22 年勅令第 165 号予算決算及び会計令（以下、「予決令」という。）第 70条の規定

に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約

締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 

（２） 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（３） 令和７・８年度内閣府測量・建設コンサルタント等業務参加資格の「測量」のＡ、Ｂ又

はＣの等級に格付けされた者であること。 

（４） 宮内庁における指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５） 上空からのレーザ計測の手法を用いて、古墳・山城跡・自然丘陵等の起伏のある地形に

ついて、地図情報レベル 500 の地形測量・図化を実施した経験を有する者であること。 

（６） 上空からのレーザ計測の手法を用いて、樹林調査のためのデータ取得の能力を有する者

であること。 

（７） 写真測量もしくはレーザ計測の手法を用いて、埋蔵文化財包蔵地（遺跡）における発掘

調査での掘削箇所内の遺構測量・図化を実施した経験を有する者であること。 

（８） 入札説明書及び仕様書等（以下、入札説明書等と呼ぶ。）の交付を受けた上で、宮内庁

の要求する必要書類を提出した者であること。 

 



４ 契約条項を示す場所、入札説明書等交付場所及び問合せ先 

（１） 契約条項を示す場所 

〒100－8111 東京都千代田区千代田１－１（皇居内） 

宮内庁書陵部陵墓課陵墓管理係 

電 話 03－3213－1111（代）（内線 3462・3463） 

E-mail ryoubo_info@kunaicho.go.jp 

（２） 入札説明書等交付場所及び問合せ先 

〒100－8111 東京都千代田区千代田１－１（皇居内） 

宮内庁書陵部陵墓課陵墓調査室 

電 話 03－3213－1111（代）（内線 3464・3943） 

E-mail ryoubo_info@kunaicho.go.jp 

 

５ 入札説明書等の交付期間 

（１） 交付期間 令和８年７月６日（月）から令和８年７月 21 日（火）までの毎日（行政機

関の休日を除く）、９時 30 分から 16時 30分までとする（ただし 12 時 00分から 13 時

00分までの間は除く）。 

（２） 交付方法 直接又は E-mailにより交付する。 

 

６ 開札の日時及び場所 

（１） 日時 令和８年７月 29日（水） 10時 30分 

（２） 場所 宮内庁庁舎１階 第３会議室 

 

７ その他 

（１） 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 入札保証金 免除 

（３） 入札の無効 次に掲げる入札は無効とする。 

      ア 本公告において示した競争参加資格のない者による入札 

      イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者による入札 

      ウ 入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

      エ 競争参加資格のある旨確認された者であっても開札時点において３に掲げる資格の

ない者による入札 

（４） 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予

算決算及び会計令第 85 条による基準を適用するので、落札者となるべき者の入札価格

によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると

認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認められるときには、入札執行責任者は入札の

結果を保留し、入札参加者を対象に事情聴取等の調査を行う場合がある。その場合、入

札参加者は当庁の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。調査の結果によっ



ては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をも

って入札した者を落札者とすることがある。 

なお、入札の結果を保留した場合、入札の結果については、後日口頭で通知すること

もある。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） その他、詳細は入札説明書及び資料による。 


